
２０２３年３月１日 

 

当社と株式会社ポムアンとの合併に関する事後開示事項 

 

岡山市北区岡町１３番１６号 

株式会社天満屋ストア 

代表取締役社長 野口 重明 

 

 

 当社は、２０２２年１０月１７日付で株式会社ポムアン（以下、「ポムアン」といいます。）と

の間で締結した合併契約書に基づき、２０２３年３月１日を効力発生日として、当社を吸収合併

存続会社、ポムアンを吸収合併消滅会社とする合併を行いました。この合併に関する会社法第 

８０１条第１項および会社法施行規則第２００条に定める事後開示事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収合併が効力を生じた日 （会社法施行規則第２００条第１号） 

２０２３年３月１日 

 

２．吸収合併消滅会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第２００条第２号） 

ポムアンでは、会社法第７８９条第２項および第３項の規定に基づき、２０２３年１月２

０日付で個別の債権者へ催告書を郵送し、同日付の官報へ公告を掲載しましたが、異議申

述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。なお、この合併において、会社法

第７８４条の２および第７８５条ならびに第７８７条の規定による手続については、該当

事項はありません。 

 

３．吸収合併存続会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第２００条第３号） 

当社では、会社法第７９７条第３項、第４項および第７９９条第２項および第３項の規定

に基づき、２０２３年 1月２０日付の官報へ公告を掲載し、同日より電子公告を実施しま

したが、期限までに反対の意思を通知した株主および期限までに異議を述べた債権者はあ

りませんでした。なお、この合併において、会社法第７９６条の２の規定による手続につ

いては、該当事項はありません。 

 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

（会社法施行規則第２００条第４号） 

当社は、ポムアンの資産、負債およびその他の権利義務一切を承継しました。 

 

５．会社法第７８２条第１項の規定により、吸収合併消滅会社が備え置いた書面または電磁的記

録または記録された事項 （会社法施行規則第２００条第５号） 



 

別添のとおりです。 

 

６．会社法第９２１条の変更の登記をした日  （会社法施行規則第２００条第６号） 

２０２３年３月６日（予定） 

 

７．前各号に掲げるものほか、この合併に関する重要な事項  （会社法施行規則第２００条 

第７号） 

該当事項はありません。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

２０２３年１月１８日 

 

当社と株式会社天満屋ストアとの合併に関する事前開示事項 

 

岡山市北区岡町１３番２６号 

株式会社ポムアン 

代表取締役社長 井上 和典 

 

 当社は、２０２２年１０月１７日付で株式会社天満屋ストア（以下、「天満屋ストア」といいま

す。）との間で締結した合併契約書に基づき、２０２３年３月１日を効力発生日として、当社を吸

収合併消滅会社、天満屋ストアを吸収合併存続会社とする合併を行うこととしました。この合併

に関する会社法第７８２条第１項および会社法施行規則第１８２条に定める事前開示事項は下記

のとおりです。 

 

記 

 

１．合併契約の内容 （会社法第７８２条第１項） 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 （会社法施行規則第１８２条第１項第１号） 

当社が天満屋ストアの完全子会社であることから、合併に際して株式その他の金銭等の

交付は行いません。 

 

３．合併対価について参考となるべき事項 （会社法施行規則第１８２条第１項第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 （会社法施行規則第１８２条第１

項第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．計算書類等に関する事項 （会社法施行規則第第１８２条第１項第４号、第６項） 

（１）吸収合併存続会社 

①最終事業年度に係る計算書類等 

天満屋ストアの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙２のとおりです。 

     ②最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

       該当事項はありません。 

（２）吸収合併消滅会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 



 

６．吸収合併が効力を生じる日以降における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する 

事項（会社法施行規則第１８２条第５号） 

合併効力発生日後の天満屋ストアの資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込ま

れます。また、合併後の天満屋ストアの収益状況およびキャッシュ・フローの状況につい

て、天満屋ストアの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されてお

りません。従って、合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたし

ます。 

 

７．事前開示開始後の上記各事項の変更 （会社法施行規則第１８２条第６号） 

本事前開示開始日以降、上記事項に変更がありましたら、直ちに開示いたします。 

 

以 上   




















